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会   議   録 

会議の名称 西東京市行財政改革推進委員会 第６回会議 

開催日時 平成 13 年 10 月９日（火） 午前 9 時 30 分から午後 0 時 10 分まで 

開催場所 田無庁舎３階 庁議室 

出席者 

箱崎委員長 竹之内副委員長 柳原委員 筑井委員 長澤委員      
松山委員 髙梨委員 倉本委員 
村野財政課長（説明員） 
柏木企画部参与 尾崎企画課長 神作主幹 新井主査 伊佐美主査  
飯島主査 

議題等 
１ 小平視察（第５回委員会）報告について 
２ 健全な財政運営について 
３ その他 

会議資料 

□ 施設一覧について（市営住宅・高齢者アパート）………  資料１ 
□ 西東京市組織図（13.10.1）………………………………… 資料２ 
□ 小平市組織図（13.7.1）………………………………………資料３ 
□ 視察報告…………………………………………………………資料４ 

記録方法 発言者の発言内容ごとの要点記録（内容、別紙会議録の通り） 
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西東京市行財政改革推進委員会会議 
平成 13 年度 第６回会議録 

 
 

委員長：ただいまから第６回西東京市行財政改革推進委員会を開会いたします。 

    まず、本日の会議の進め方について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：10 月４日、委員４名による小平市視察を行いましたので、その報告をさせていただ

いた後、財政課長から健全な財政運営について、本年度予算の概要を中心に説明を

させていただきます。これらについて質疑を行った後、その他として、10 月 22 日

予定している三鷹市への視察について、調整をさせていただきたいと考えています。 

 

委員長：それでは、事務局から説明のあった内容に従いまして、議事を進めさせていただき

ます。まず、視察結果について、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局：お配りした資料に基づき、視察内容について報告します。 

    10 月４日、箱崎委員長、竹之内副委員長、松山委員、倉本委員の４名に参加いただ

き、小平市を視察してまいりました。皆様からお寄せいただいた質問に加え、当日

質問を行った２５項目について、ＱアンドＡ形式でまとめてあります。 

    小平市では、３ヵ年計画で行財政改革推進プランを作成し、行革を進めており、現

在、第２次行財政改革推進プランを策定し、平成１２年度から１４年度の３ヵ年で

取り組んでいるところです。 

    （別紙、視察報告に基づき、質問項目別に報告） 

 

委員長：事務局から説明につきまして、補足して報告事項があればお願いします。 

    それでは、まず私から報告をさせていただきます。 

    小平市の取り組みにつきましては、特徴的なものは見受けられませんでしたが、西

東京市と比較して、小さな行政組織で運営している気がしました。職員一人当たり

の人口は、小平市の方が多いようです。また、新規補助金にサンセット方式を導入

し、西東京市より厳しい条件を設定しています。さらに、小学校の一部を高齢者交

流施設として活用するなど、西東京市では見られない取り組みも行っています。 

 

 事務局：小平市と職員数に開きがあるとの報告がありましたが、一番の要因は保育園の保育

士に１００名近い差があることがあげられます。 

      

副委員長：西東京市の保育園数が、多いということはありませんか。 

 

事務局：これまで、福祉施策に力を入れてきた背景もあると思います。 

     また、私立保育園の数も考えられます。 

 

 委員長：他に、ございますか。ないようでしたら、視察報告については、終了といたします。 

    続きまして、健全な財政運営について、事務局から説明をお願いします。 
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事務局：健全な財政運営につきまして、財政課長に出席をお願いしています。 

    財政課長から、１３年度予算の概要に基づき説明をします。 

 

 

財政課長より、第１回行財政改革推進委員会資料№１５「平成１３年度西東京市予算の概要」

に基づき説明を行った。 

 

 

 委員長：ありがとうございました。ただいまの説明に対し、質問があればお願いします。 

 

 高梨委員：特別会計の説明の中で、中退共特別会計の説明がありました。旧保谷市にはなか

った制度との説明でしたが、説明を受けていて、制度の必要性に疑問を抱きました。

そこで、旧田無市として制度化した経緯、制度化の必然性について、お聞きしたい

と思います。 

 

 財政課長：この制度は、旧田無市だけの制度です。都内では、中野区が制度化しています。

近隣では、埼玉県に２・３の事例があるだけと聞いています。 

     共済制度というものは、規模が大きければ、それなりのメリットが発揮できます。

では何故、当時６万人程度の規模の田無市がこれを制度化したかと申しますと、２

つの要因が考えられます。１つは、古くから田無市が商業のまちであったというこ

とです。そして１つは、革新市政であった点であろうかと思われます。また、商工

会が取り組むことも方法の一つでしたが、商工会にそれだけの力がなかったことも

要因の一つと推測されます。法的には、自治体でも商工会でも設置は可能でした。 

 

 高梨委員：本制度の存在について否定はしませんが、財政にゆとりがあるのならともかく、

一度制度化すると既得権化してしまうという弊害もあると思います。この制度に対

して、議会はどのような意見をもっているのでしょうか。 

 

 財政課長：この制度は、基金をもっています。しかし、退職者が増加し、金利も低利の時代

に変わると、制度的に厳しいものたることは否めません。バブル崩壊後、金利は落

ち込みました。この落ち込みを勘案し、本来であれば、給付率の改正を行うべきだ

ったと思います。しかし、なかなか改正に至らず、ようやく平成１１年度に抜本的

に改正をしたところです。議会につきましては、この間の状況が正しく伝わりませ

んでした。基金はあるものの、この将来にわたる準備金が、この基金を上回ること

が理解されていませんでした。 

 

 高梨委員：少し、偏った制度のように感じます。委員として、本制度の存廃についても、審

議する対象項目になると思いました。 

 

  委員長：中小企業が積み立てを行ってはいるものの、低利により逆ざやになったことが、今

回問題が生じた要因なのでしょうか。 

 

  財政課長：事業としては、福利厚生事業のために、１人月額１００円で加入している福祉勘

定と、１人月額１０００円を１口に１０口を上限として加入している退職金勘定が
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あります。 

      本年度は、一般会計から約７８０万円を繰り入れています。本来であればこの繰入

れ金は、市の事務的経費である、審議会運営費や通信費などの事務経費に充てられ

るものです。実際には、７８０万円の内、５００万円が福祉勘定に使用されている

のが、実態です。その他の繰り入れ金２８０万円は、制度改正のためのシュミレー

ションづくりと審議会運営費に充てています。 

 

  委員長：聞いていますと仕組みも含めて、理解しずらいものと言えるようです。 

     今後も繰り入れ金は、増加する傾向にあるのでしょうか。また、金利も０に近いも

のとなっていますが、制度に無理はないのでしょうか。 

 

 財政課長：現在の給付テーブルは、１％で想定しています。つまり、１０００円の掛け金に

対して、１％の上積みで対応するという内容になっています。１１年度に改正した

と申し上げましたが、それ以前は６％くらいで対応していました。改正したと言っ

ても、超低利時代に即したものではありません。低利となったところで、即対応せ

ず、先延ばしした結果、負債も膨らんだと言えます。仮に、加入者全員が退職した

場合、準備金が７億円不足しているのが実態です。つまり現在、７億円を超える負

債となっているといえます。しかし、これを清算する能力があるかについては、疑

問に感じています。金利が１％を割っている現状では、１％の給付率でも逆ざやに

なります。今後、金利が上昇した場合、いかにこれを穴埋めできるかがポイントに

なると思われます。 

 

  委員長：仮に委員会として、これを廃止すると答申した場合、実行できるのでしょうか。 

 

 財政課長：議会でも、本日と同様の説明をしています。そこで現在、閉鎖することも含めた

シュミレーションを検討するため、シュミレーションを委託し、審議会でも審議を

行っています。廃止した場合、どの程度の負債が残るか、手法も含めた検討が必要

だと思います。したがいまして、行革委員会からの提言もあり得ると思います。 

 

  委員長：廃止をしようとした場合、法制度上の問題が残るのでしょうか。 

 

  財政課長：同様の制度は、国にもあります。この制度を廃止した場合、国の制度への移行は

可能と思われますが、その場合、負債相当額の負担金が生じる可能性があり、主体

である市に対し一定の負担を求められる可能性もあります。また、加入者からの訴

えも予想され、その事前対応も検討する必要があると思われます。 

 

  松山委員：受託水道事業は、赤字だと思われますが、市の負担はどの程度でしょうか。 

 

  財政課長：受託事業ですので、費用は全て都が負担しています。 

 

  委員長：農林費が、マイナス３２％となっているのは、何か理由がありますか。 

 

  財政課長：職員数を減らし、人件費を削減したのが要因です。 
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  委員長：確認させてください。款別の歳出には、各款ともに人件費が含まれていると理解し

てよろしいのですね。 

 

  財政課長：民生費で言えば、４０億円の人件費が含まれておりまして、その中には、保育園

や児童館の職員も含まれています。また衛生費には、ごみ収集の現業職員を含む 119

人分の人件費が含まれています。 

 

 委員長：旧田無市では、給食は直営だったと聞いています。委託しなかったのは、何故です

か。 

 

 財政課長：首長の考え方として、給食も教育の一環という考え方がありました。しかし、行

革の観点から、将来的には委託化の考えでおりました。現時点では、実行に移され

ていなかったということになります。 

 

  委員長：合併に伴い、交付財源が５８９億円あると言われていますが、これをあてにして市

債を起こしていると思います。これに伴う市の負担は、どの程度になるのでしょう

か。 

 

 財政課長：５８９億円の内、２８０億円程度を特例債として見込んでいます。その内、元利

償還金の７０％程度が交付税、残り３０％程度が一般財源となります。 

 

  事務局：４２年度まで償還する額は、元利で４００億円程度と見込んでいますが、この内の

２８０億円程度が交付税措置となります。 

 

 高梨委員：旧両市の考え方には違う部分もあったと思いますが、合併により、新たな考え方

を導入する場合、どちらに合わせるかがポイントになると思います。市民サービス

は高い方、負担は低い方に合わせる等、考え方はむずかしいと思われます。 

     職員配置についても同様で、正規職員が対応する事務、嘱託に委ねる事務等、両市

によって異なる点があったと思いますが、民間委託も含め、新市として今後、職員

の職務分掌について、どのようにまとめていくかが重要なことだと思います。 

 

 委員長：合併前に合併協議会において、サービスは厚く、負担は軽くという視点があった。

都市計画税のように低い方に合わせた結果、減収になっているとの説明もあったと

思います。しかし今後は、新市として、合理的に修正を行うことが、委員会に課せ

られた責務と考えています。 

 

 財政課長：合併協議会では、都市計画税、国保料、保育園の負担額は、方向性が示されまし

た。しかし、委員長が言われるように、今後検討するとしている課題は多く存在し

ます。ややもすると、サービスは厚く、負担は軽くという言葉が、一人歩きしてい

る感も否めません。行革の観点から、適正な水準を検討すべきだと思います。他市

との均衡も視野に、行革の視点をもつことが必要だと思います。 

 

 事務局：合併協議会では、２１８人を削減するという方向性が示されています。現業職につ

いては、退職者不補充とし、順次委託化する方向で検討が進められてきました。事
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務局としても、今後、組織を精査しつつ、組織定数のスリム化を検討したいと考え

ています。 

 

 副委員長：退職者不補充と言われていますが、定年退職者以外の退職者についても不補充と

するような提言が、この委員会として可能なのでしょうか。合併協議会の方向性は

ありますが、予測的数値であり、政策的なものではないと思います。組織のスリム

化については、例えば、職員人口比、今後の財政見通し等を勘案しつつ、同規模市

を参考にしながら、目標値を設定することが可能に思えます。 

 

 事務局：一つには、現業職の職種転換が可能かが問題になると思います。現制度では、現業

職を事務職に強制転換できないため、身分的な制度の確立に向けた検討も必要にな

ると思います。 

 

  副委員長：普通退職者の不補充も可能なのでは、ないでしょうか。 

      また、定年退職を待つだけでなく、制度的に早期退職を促す制度も必要と考えま

すが。 

 

  事務局：勤続年数２５年以上で５０歳以上の職員を対象に、勧奨退職を実施しています。 

 

  委員長：実際に申し出る職員は、いるのですか。 

 

  事務局：数名ですがいます。今年も、１２月まで募集します。 

 

  副委員長：５０歳という年齢設定は、変更できないのですか。 

 

 事務局：条例改正すれば可能です。都は時限措置として、４５歳まで引き下げたこともある

と記憶しています。 

 

 高梨委員：あくまでも、合併以前に作った合理化の話だと思います。例えば、事務レベルに

応じた委託化等も検討する必要があると思います。合併以前に決めた対応策以外に

も、取り組む姿勢はあるのでしょうか。この委員会で、議論する必要性が不明確に

なってしまいます。 

 

 委員長：この委員会は、合理性が認められれば、積極的に採り入れる機関だと認識していま

す。合併以前の協議は、白紙に戻して考えて良いと思います。委託化も当然課題で

すし、２１８名としている削減目標を、例えば２５０名削減すると私たちが目標設

定しても良いと思います。 

 

 高梨委員：特別会計が苦しからと言って、一般会計から真水がどんどん補填されるのではな

く、何か基準ようなものが設定できないのでしょうか。 

 

 財政課長：ご指摘のとおり、例えば国民健康保険は、保険料で経営すべきです。一般財源で

補填されれば、市民にとっては税金の２重払いとなりかねません。料金設定の適正

化を図り、繰り入れを削減することが必要です。今年、国保と下水は、料金の見直
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しを検討しています。料金改定による、適正な水準化を図ることが必要です。法的

な支出基準は設定されていますが、都市部ではほとんど適用していないのが実態で

す。 

 

  委員長：今の説明ですと、個人負担が低い方に入ると言うことですね。 

 

  財政課長：全国的に見れば、低い方だと思います。 

 

  事務局：国保の例で言いますと、国の保険料の年間限度額設定は５３万円となっていますが、

当市の設定は４７万円となっています。また、徴収率によっては、ペナルティーを

課せられることにもなっています。 

 

 委員長：話では、５年前に入った職員でも、職場に後輩がいないと聞いたことがあります。

そのようなことが、あるのでしょうか。 

 

 事務局：１２年度は、新規採用を行いませんでした。それ以前も、若干の募集であり、大き

い組織でもありますから、そのようなケースもあると思います。 

 

 筑井委員：現業の民間委託は、イコール経費節減につながると言いますが、サービスの内容

を適正に把握し、効率化を追及する必要があると思います。そのような観点で、委

託化を進めるべきと考えますが。 

 

 事務局：確かに、委託経費と直営経費の比較は難しい点があります。現業で退職者不補充と

し、民間委託にシフトしていく場合、比較的高給であった職員に代わり、新規で現

業職員を採用すれば、人件費は低減されます。本当に、全てを民間委託すれば、経

費削減につながるか疑問なところもあるのは事実です。 

 

  委員長：しかし、給食を例にあげれば、民間委託をすることで、メニューの多様化につなが

ったとの話もあります。 

 

  事務局：一つとして、ごみ収集を委託することで効率化につながることは事実です。一方で、

下水の普及により、し尿処理業者の仕事が減ることもあり、複数業者に参画させる

ことで、競争性をもちながら、委託が進められてきたという背景もあります。 

 

  委員長：市税収入について、５年或いは７年というスパンで、推計はたてられませんか。 

 

 財政課長：合併したとは言っても、市域が狭いことから、大型マンションが建設されると、

即税収に反映される傾向があります。大型宅地開発等についても、同様のことが言

えます。しかし、個人市民税について、特別な要因以外に個人収入の推計をたてる

ことは難しいと思います。 

 

  委員長：用途地域の見直しも絡む問題と言えますね。 

 

 財政課長：確か平成７年度に、都市計画法の改正がありましたが、区部並みの用途地域とは
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なっていません。しかも、市域を面的に改正するというよりは、幹線道路を中心に

線で改正されているのが実態です。旧田無地域では、東鳩製菓が撤退し、大型マン

ションが建てられました。工業地域は、比較的容積率が高く設定されています。今

後、大規模工場の移転も噂されていますが、民間による大型マンション建築の可能

性はあり得ると思います。 

 

  委員長：ほかに、質問はありますか。ほかにないようでしたら、この議題については、終了

とさせていただきます。財政課長、ありがとうございました。 

      それでは、その他について事務局から説明をお願いします。 

 

  事務局：１０月２２日に三鷹市への視察を予定しています。参加委員と当日の日程について、

調整をお願いします。 

 

      調整の結果、次のとおり決定した。 

      参加者 ：箱崎委員長、松山委員、高梨委員、倉本委員 

      集合時間：午前９時２０分 

      集合場所：田無庁舎 1 階玄関前 

 

  委員長：続いて、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

 

 事務局：１１月１３日に予定していた委員会ですが、１２年度の決算特別委員会と日程が重

なったため、１１月１６日に変更をお願いしたいと思います。 

      また都合により、１１月２７日を中止とし、１２月４日については、１２月５日に

変更をお願いします。以上です。 

 

  委員長：事務局の説明について、ご意見があれましたらお願いします。 

 

      特に異議なく、日程変更は承認された。 

 

  委員長：ここで、一度休憩とします。 

 

  委員長：会議を再開します。ご意見は、ございますか。 

      当日使用する資料は、あらためて配布していただきたいと思います。 

 

  委員長：ほかに事務局から、報告することはありますか。 

      時間があれば、部長ヒアリングも行いたいと思います。 

 

  事務局：次回は、新市建設計画における財政フレームについて、説明をさせていただきたい

と考えています。部長ヒアリングにつきましては、合併により新設された児童青少

年部長と調整をしたいと思います。 

 

  委員長：ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

      ないようですので、本日の会議を閉会といたします。ありがとうございました。 


